
＜個別案件確認表（東京都）＞ 
          東京都担当確認年月日    2019年 11月 12日     

                   東京都作業部会確認年月日    定額未満        

（契約変更に伴う再確認日 2021年 7月 14日） 

 
 

事業名 仮設電源/無停電電源装置（UPS）                          
   
案件名 エネルギーモニタリングシステム設計・導入他業務委託                
 

確認の視点 東京都の見解 備考 

経費の負担が平成
29 年 5 月 31 日の
合意の考え方に基
づくものであるこ
と 

・本案件は、V3 予算に計上された仮設電源/無停電電源装置

（UPS）に係る経費である。 

・経費分担は、平成 29年 5月 31日の大枠の合意に基づくこと

が確認できた。 

・契約目途額は V3予算内であることを確認した。 

（2020年 6月 1日 契約変更に伴う追記） 

・なお、延期に伴う追加経費の取扱いは、現時点で未定である。 

（2021年 7月 13日 契約変更に伴う追記） 

・延期に伴う追加経費のうち、コロナ対策以外の経費について

は、大枠の合意に基づくこととされ、これに基づいたものと

なっている。 

・変更予定額は、V5予算内であることを確認した。 

 

事業の執行に当た
り、大会運営を担
う組織委員会が一
括して執行した方
が効率的、効果的
であること 

・組織委員会は、大会においてエネルギー供給に関する責任を

持ち、IOC、国、インフラ事業者及び各 FAなど、多くの関係

者と調整し、コストを縮減しながら準備を進めている。 

・組織委員会は、各 FAが大会中に使用する機器等に対し、確実

に電力を供給することが求められている中、電力インフラ、

会場内の仮設電源設備及び無停電電源装置の調達等にかか

る大会経費について東京都作業部会で確認してきた。 

・これらの取り組みの結果、残る主な案件は、エネルギーモニ

タリングシステム（以下「EMS」という。）の契約及び大会運

営費となっている。 

・EMS は、会場等の電源異常の検知、電力使用量の監視等を目

的とし、エネルギー供給の信頼性確保のために必要である。 

・本案件は、EMS のシステム設計、導入、保守サポートについ

て、EMS の供給権を有し、これまで EMS の基本計画を実施し

てきた TOPパートナーである GEと契約するものである。 

・これまで IOCの大会運営要件に基づき、コストを縮減しなが

ら調整を進めてきた組織委員会が、継続的に各会場等の EMS

の契約を進めることにより、効率的で連続性のあるサービス

の提供が可能となる。 

 

資料 12 



経費の内容

等が必要性

（必要な内

容、機能かな

ど）、効率性

（適正な規

模、単価かな

ど）、納得性

（類似のも

のと比較し

て相応かな

ど）等の観点

から妥当な

ものである

こと 

必
要
性 

・本案件は、開催都市契約大会運営要件のエネルギー要件にお

けるエネルギー供給の信頼性の確保のために必要であり、シ

ステム設計、導入のスケジュールを考慮し、今般発注が必要

であることを確認した。 

・基本計画を通じて、既存システムや他の仮設電源のシステム

での監視範囲、会場の重要度等を考慮のうえ、EMS の対象範

囲を必要最小限とするよう検討していることを確認した。 

（2020年 6月 1日 契約変更に伴う追記） 

・施工段階で必要となったサーバーの導入や、延期に伴う EMS

のソフトウェア製品の期間延長及び機器の管理・保管を追加

するための契約変更であり、現時点で手続きが必要であるこ

とを確認した。 

（2021年 7月 13日 契約変更に伴う追記） 

・大会延期後の大会簡素化の取り組みによって実施された仮設

電源の設計変更に対応する為のシステム修正を実施する為

の変更であり、現時点で手続きが必要であることを確認し

た。 

 

効
率
性 

・発注額については、マーケティングプラン契約に従い、日本

国内において同じ数量を購入する最大顧客に提供する価格

と同じ最善の価格で提供される TOPパートナー企業の見積り

を使用。市場単価を用いた際の総額と比較し、妥当性を確認。 

（2020年 6月 1日 契約変更に伴う追記） 

・サーバーの共用と比較し、専用サーバーを導入したほうが、

セキュリティ対策費用の削減になることを確認した。 

・延期に伴い、ソフトウェア製品の使用ライセンスについて、

開発中断後の再契約とコスト比較した結果、既契約の延長を

選択していることを確認した。 

（2021年 7月 13日 契約変更に伴う追記） 

・変更額は、GEの見積額としており、既契約価格及び市場単価

による試算額と比較して同等であることで、妥当性を確認し

た。 

 



納
得
性 

・EMS にかかる費用について、IOC や TOP パートナー企業と協

議し、既存システムや他の仮設電源のシステムを活用するこ

とで、EMS での電源異常の検知や電力使用量の監視を行う箇

所を必要最小限とするなど、コストの縮減に取り組んできて

いる。 

・調達部での交渉を通じ、さらなるコストの削減に努めていた

だきたい。 

（2020年 6月 1日 契約変更に伴う追記） 

・サーバー費用は、市場価格との比較により妥当性を確認した。 

・延期に伴う追加経費について、システム開発完了後一旦中断

することで、人件費などの経費の削減に努めていることを確

認した。 

（2021年 7月 13日 契約変更に伴う追記） 

・仮設電源の設計変更に対応するためには EMS のシステム修

正は必要であり、その価格の妥当性を確認した。 

 

その他経費の内容
等が公費負担の対
象として適切なも
のであること 

・大会成功に向けて、大会開催都市としての責任を持つ東京都

が大枠の合意に基づき、本案件の経費を公費で負担すること

は適切である。 

（2020年 6月 1日契約変更に伴う追記） 

・延期に伴う追加経費については、既存経費も含めて可能な限

りの効率化、精査を図ること。 

・また、延期に伴う追加経費については、現時点においては、

その取扱いは未定であるため、当面組織委予算の執行とす

る。 

（2021年 7月 13日 契約変更に伴う追記） 

・V5予算に収まっていることを確認した。引き続き、経費が最

小限のものとなるよう抑制・削減に取り組むこと。 

 

＊公費負担の対象となるパラリンピック経費に該当するか否かについては、「パラリンピック経費
の基本的な考え方について」に基づき、パラリンピック作業部会において確認するものとする。 

 


